
モンゴル国籍の方々の受入れ手続について 

 

１ モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の

流れ（手続の解説） http://www.moj.go.jp/content/001321051.pdf       

 モンゴルから新たに受け入れる場合 

 日本に在留する方を受け入れる場合        

 

２ モンゴル国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図（フロ

ーチャート） 

http://www.moj.go.jp/content/001321050.pdf 

 モンゴルから新たに来日の場合           

 日本国内在留者の場合 

                             

３ モンゴル側の手続きに関する Q&A 

   http://www.moj.go.jp/content/001321052.pdf 

                            

【参考】法務省ホームページ URL 

１ 在留資格「特定技能」の創設等 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html 

 

 

 

２ 各国における手続について 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html  

                                    

 

 

 

出入国在留管理庁政策課特定技能ＰＴ 

 代表０３－３５８０－４１１１ 
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⑪
申
請
人
に
対
す
る

査
証
発
給

モンゴル特定技能外国人に係る手続の流れについて モンゴルから新たに受け入れる場合（受入機関用）

日本の特定技能所属機関（受入機関）

⑥
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付
申
請

地方出入国在留管理官署

在モンゴル日本国大使館

特定技能外国人として入国

③
選
定
通
知

⑦
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付

モンゴル労働・社会保障省
労働・福祉サービス庁（ＧＯＬＷＳ）（※１）

⑨
査
証
申
請
代
理

手
続
委
任

帰国した技能実習２号又は３号を良好に修了した者 試験に合格した者申請人

②
特
定
技
能
モ
ン
ゴ
ル
人

候
補
者
表
の
提
供
（※

３
）

求
職
者
登
録

⑩
査
証
代
理
申
請

⑬
出
国

①
双
務
契
約
（※

２
）の

締
結

⑫
査
証
（付
き
旅
券
）送
付

モンゴル労働・社会保障省
労働・福祉サービス庁（ＧＯＬＷＳ）

⑤
雇
用
契
約
の
締
結

⑧
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
送
付

④
選
定
通
知

※１ GOLWSは，政府機関であり，モンゴル政府が認定する唯一の送出機関です。
※２ モンゴルの国内法令に従い，GOLWSとの間で労働者の送出し・受入れに係
る契約（双務契約）を締結する必要があります。GOLWSは双務契約の対象と
して，日本の受入機関又は職業紹介事業者の二つを想定しています。

※３ 現在，ＧＯＬＷＳにおいてデータベースを整備中です。同データベースの整
備後は，ＧＯＬＷＳから双務契約を締結した受入機関（又は職業紹介事業者）
にＩＤ及びパスワードが付与される予定とのことですが，データベースが整備
されるまでは，「特定技能モンゴル人候補者表」を電子メールで提供するとの
ことです。 11



⑭
申
請
人
に
対
す
る
査
証
発
給

モンゴル特定技能外国人に係る手続の流れについて

日本の特定技能所属機関（受入機関）

地方出入国在留管理官署

在モンゴル日本国大使館

特定技能外国人として入国

⑤
選
定

通
知

※１ GOLWSは，政府機関であり，モンゴル政府が認定する唯一の送出機関です。
※２ モンゴルの国内法令に従い，GOLWSとの間で労働者の送出し・受入れに係
る契約（双務契約）を締結する必要があります。GOLWSは双務契約の対象と
して，日本の受入機関又は職業紹介事業者の二つを想定しています。

※３ 現在，ＧＯＬＷＳにおいてデータベースを整備中です。同データベースの整
備後は，ＧＯＬＷＳから双務契約を締結した受入機関（又は職業紹介事業者）
にＩＤ及びパスワードが付与される予定とのことですが，データベースが整備
されるまでは，「特定技能モンゴル人候補者表」を電子メールで提供するとの
ことです。

モンゴル労働・社会保障省
労働・福祉サービス庁（ＧＯＬＷＳ）（※１）

⑫
査
証
申
請

代
理
手
続
委
任

帰国した技能実習２号又は３号を良好に修了した者 試験に合格した者申請人

求
職
者
登
録

⑬
査
証
代
理
申
請

⑯
出
国

①
双
務
契
約
（※

２
）

の
締
結

日本の職業紹介事業者

⑨
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付
申
請

⑩
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付

③
求
人
票

の
提
出

②
特
定
技
能
モ
ン
ゴ
ル
人

候
補
者
表
の
提
供
（※

３
）

④
あ
っ
せ
ん

モンゴルから新たに受け入れる場合（職業紹介事業者用）

⑮
査
証
（付
き

旅
券
）送
付

⑥
選
定
通
知

モンゴル労働・社会保障省
労働・福祉サービス庁（ＧＯＬＷＳ）⑪

在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
送
付

⑧
雇
用
契
約
の
締
結

⑦
選
定
通
知

12



モンゴル特定技能外国人に係る手続の流れについて

技能実習２号又は３号を良好に修了した者 試験に合格した者
申請人

②
在
留
資
格
変
更
許
可
申
請

日本の特定技能所属機関（受入機関）

①
雇
用
契
約
の
締
結

モ ン ゴル労働 ・ 社会保障省
労働 ・ 福祉サー ビス庁 （ Ｇ Ｏ Ｌ Ｗ Ｓ ）

登
録
完
了
・証
明
書
交
付
（※

）

※在留資格変更許可申請において，本証明書は参考資料として提出されるものです。

雇
用
契
約
等
の
登
録
手
続

地方出入国在留管理官署

③
在
留
資
格
変
更
許
可

日本に在留する方を受け入れる場合

13



インドネシア国籍の方々の受入れ手続について 

 

１ インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手

続の流れ（手続の解説） 

http://www.moj.go.jp/content/001316341.pdf       

 インドネシアから新たに受け入れる場合 

 日本に在留する方を受け入れる場合        

 

２ インドネシア国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図

（フローチャート） 

http://www.moj.go.jp/content/001316340.pdf 

 インドネシアから新たに来日の場合           

 日本国内在留者の場合 

                             

３ インドネシア側の手続きに関する Q&A 

    http://www.moj.go.jp/content/001316342.pdf 

                            

【参考】法務省ホームページ URL 

１ 在留資格「特定技能」の創設等 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html 

 

 

 

２ 各国における手続について 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html 

                                    

 

 

出入国在留管理庁政策課特定技能ＰＴ 

 代表０３－３５８０－４１１１ 
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インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて
○インドネシアから新たに受け入れる場合 ○日本に在留する方を受け入れる場合

帰国した技能実習2号
又は3号を良好に修
了した者

試験に
合格した者

申請人

日本の特定
技能所属機関
（受入機関）

インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム
（ＳＩＳＫＯＴＫＬＮ） インドネシア政府が管理

⑧
査
証
申
請

地方出入国在留管理局 在インドネシア
日本国大使館・
総領事館

⑩
出
国

特定技能外国人として入国

Ｅ -ＫＴＫＬＮ
を提出

①登録・
求人申込

日本の特定
技能所属機関
（受入機関）

地方出入国在留管理局

⑥
在
留
資
格
変
更

許
可
申
請

駐日インドネシア大使館
インドネシア政府は，日本に在留する技能実習生や留学生など
の中長期在留者であるインドネシア国籍の方が，日本に在留した
まま， 「特定技能」への在留資格変更許可申請を希望する場合
には，駐日インドネシア大使館において，海外労働者登録手続を
するよう求めるとしています。
また，登録手続を完了した者には推薦状を発行するとしています。
詳しくは，駐日インドネシア大使館にご相談ください。

技能実習2号又は3号
を良好に修了した者

申請人

労働市場情報システム（ＩＰＫＯＬ）
インドネシア政府が管理

インドネシア国籍の方を雇用しようとする受入機関は，求人募
集に当たり，インドネシア政府が管理する求人・求職のための
「労働市場情報システム（ＩＰＫＯＬ）」に登録し，求人することを
強く希望しています。なお，システムへの登録はオンラインで，
入力方法は英語とインドネシア語となります。

インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム
（ＳＩＳＫＯＴＫＬＮ） インドネシア政府が管理

⑨
査
証
発
給 ⑦

在
留
資
格

変
更
許
可

①
求
職
申
込

②雇用契約
の締結

③
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付
申
請

④
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付

⑤在留資格認定
証明書の送付

⑥
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｋ
Ｌ
Ｎ
へ
登
録

試験に
合格した者

②
Ｓ
Ｉ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｋ
Ｌ
Ｎ
へ
登
録

①雇用契約の
締結

④
海
外
労
働
者
登
録

手
続
（届
出
）

⑤
登
録
手
続
済
証
明

（推
薦
状
）の
発
行

⑦
移
住
労
働
者
証
（Ｅ-

Ｋ
Ｔ
Ｋ
Ｌ
Ｎ
）の
発
行

③
移
住
労
働
者
証
（
Ｅ-

Ｋ
Ｔ
Ｋ
Ｌ
Ｎ
）の
発
行

15



タイ国籍の方々の受入れ手続について 

 

１ タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

（手続の解説） http://www.moj.go.jp/content/001319079.pdf       

 タイから新たに受け入れる場合 

 日本に在留する方を受け入れる場合        

 

２ タイ国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図（フローチ

ャート） 

http://www.moj.go.jp/content/001319078.pdf 

 タイから新たに来日の場合           

 日本国内在留者の場合 

                             

３ タイ側の手続きに関する Q&A 

    http://www.moj.go.jp/content/001319080.pdf 

                            

【参考】法務省ホームページ URL 

１ 在留資格「特定技能」の創設等 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html 

 

 

２ 各国における手続について 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html 

                                     

 

出入国在留管理庁政策課特定技能ＰＴ 

 代表０３－３５８０－４１１１ 
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タイ特定技能外国人に係る手続の流れについて
○ タイから新たに受け入れる場合（直接雇用の場合）

帰国した技能実習2号
又は3号を良好に
修了した者

試験に合格した者

申請人

日本の
特定技能所属機関
（受入機関）

⑥
在
留
資
格
認
定
証

明
書
交
付
申
請

地方出入国在留管理局 在タイ日本国大使館

特定技能外国人として入国

⑦
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付

⑤雇用契約の締結

⑧在留資格認定

証明書・認証済の雇
用契約書等の送付

⑨
査
証
申
請

⑬
タ
イ
を
出
国

タイ王国労働省（ＭＯＬ）

⑪
海
外
労
働
・出
国
許
可
申
請

⑩
査
証
発
給

駐日タイ王国大使館
労働担当官事務所

②
雇
用
契
約
書
（
ひ
な

形
）の
認
証
手
続
申
請

③
認
証

⑫
許
可

⑭
来
日
報
告
書
を
提
出

（※

）

雇
用
契
約
書
等

必
要
書
類
の

審
査
結
果
報
告

○ タイから新たに受け入れる場合（国外職業紹介事業者又は雇用局を利用して雇用する場合）

帰国した技能実習2
号又は3号を良好に
修了した者

試験に合格した者

申請人

日本の
特定技能所属機関
（受入機関）

②
在
留
資
格
認
定
証

明
書
交
付
申
請

地方出入国在留管理局 在タイ日本国大使館

特定技能外国人として入国

③
在
留
資
格
認
定

証
明
書
交
付

①雇用契約の締
結

⑥在留資格認定証
明書・認証済の雇
用契約書等の送付

⑦
査
証
申
請

⑪
タ
イ
を
出
国

タイ王国労働省（ＭＯＬ）

⑨
海
外
労
働
・出
国
許
可
申
請

⑧
査
証
発
給

駐日タイ王国大使館
労働担当官事務所

雇
用
契
約
書
等

必
要
書
類
の

審
査
結
果
を
報
告

④
雇
用
契
約
書
の
認
証

手
続
申
請

⑤
認
証

⑩
許
可

国外職業紹介事業者（送出機関）
又は

タイ王国労働省雇用局

※ 職業安定法に基づく職業紹介事業者については，次の
厚生労働省URLを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf

⑫
来
日
報
告
書
を
提
出

（※

）

※ 上記のいずれの雇用の場合でも，特定技能外国人の
入国後１５日以内に来日報告書を駐日タイ王国大使館労
働担当官事務所に提出してほしいとのことです。
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タイ特定技能外国人に係る手続の流れについて

○日本に在留する方を受け入れる場合

②
雇
用
契
約
書
の

認
証
手
続
申
請

③
認
証

技能実習2号又は3号
を良好に修了した者

試験に合格した者

申請人

日本の
特定技能所属機関
（受入機関）

①雇用契約の締結

④
在
留
資
格
変
更

許
可
申
請

地方出入国在留管理局

⑤
在
留
資
格
変
更
許
可

駐日タイ王国大使館労働担当官事務所

⑥
入
社
報
告
書
を
提
出
（※

）

※ 特定技能外国人の入社後１５日以内に入社報告書を駐
日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出してほしいとのこ
とです。

18



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

令和２年７月２４日現在

感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し，令和２年１月３１

日以降の累次にわたる閣議了解，新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を

踏まえて，法務省では，当分の間，以下のいずれかに該当する外国人について，出入

国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第５条第１項第１４号に該当する

外国人として，特段の事情がない限り，上陸を拒否することとしています（注１）。

「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格

を有する外国人（これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。

以下同じ。）が再入国許可（みなし再入国許可を含む。以下同じ。）により出国した場

合であっても，原則として，特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります

ので（注２，３），上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

特別永住者の方については，入管法第５条第１項の審査の対象となりませんので，

上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

○ 上陸の申請日前１４日以内に添付の表の国・地域における滞在歴がある外国人

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

（注１）出入国管理及び難民認定法（抄）
（上陸の拒否）

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は､本邦に上陸することができない。
一～十三 （略）
十四 前各号に掲げる者を除くほか､法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行
うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

２ （略）

（注２）
「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有する外国人（これ

らの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。）が再入国する場合は，
以下のとおり，再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により，特段の事情の有無を判
断します。
① ４月２日までに再入国許可により出国した場合

○ 原則として，特段の事情があるものとします。
② ４月３日から４月２８日までの間に再入国許可により出国した場合

○ 上陸拒否の対象地域のうち，４月２９日から追加された１４か国，５月１６日から追加さ
れた１３か国，５月２７日から追加された１１か国，７月１日から追加された１８か国又は
７月２４日から新たに追加された１７か国・地域に滞在歴があっても，原則として，特段の
事情があるものとします。

○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないもの
として上陸拒否の対象となります。

③ ４月２９日から５月１５日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち，５月１６日から追加された１３か国，５月２７日から追加さ
れた１１か国，７月１日から追加された１８か国又は７月２４日から新たに追加された１７
か国・地域に滞在歴があっても，原則として，特段の事情があるものとします。

○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないもの
として上陸拒否の対象となります。

【資料４】
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④ ５月１６日から５月２６日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち，５月２７日から追加された１１か国，７月１日から追加され
た１８か国又は７月２４日から新たに追加された１７か国・地域に滞在歴があっても，原則
として，特段の事情があるものとします。

○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないもの
として上陸拒否の対象となります。

⑤ ５月２７日から６月３０日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち，７月１日から追加された１８か国又は７月２４日から新たに
追加された１７か国・地域に滞在歴があっても，原則として，特段の事情があるものとしま
す。

○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないもの
として上陸拒否の対象となります。

⑥ ７月１日から７月２３日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち，７月２４日から新たに追加された１７か国・地域に滞在歴が
あっても，原則として，特段の事情があるものとします。

○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないもの
として上陸拒否の対象となります。

⑦ ７月２４日以降に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域に滞在歴があるときは，原則として，特段の事情がないものとして上
陸拒否の対象となります。

（注３）
注２で上陸を許可する場合以外にも，特に人道上配慮すべき事情があるときなど，個別の事情に

応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります。

・ 個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事
例（７月２９日現在）

連絡先：出入国在留管理庁出入国管理部審判課
電話：（代表）０３－３５８０－４１１１（内線４４４６・４４４７）
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中東 アフリカ

４
月
３
日
ま
で
に
指
定
さ
れ
た
国
・
地
域

インドネシア，シ
ンガポール，タ
イ，韓国，台湾，
中国（香港及びマ
カオを含む。），
フィリピン，ブル
ネイ，ベトナム，
マレーシア

オーストラ
リア，
ニュージー
ランド

カナダ，米
国

エクアドル，チ
リ，ドミニカ国，
パナマ，ブラジ
ル，ボリビア

アイスランド，アイルラ
ンド，アルバニア，アル
メニア，アンドラ，イタ
リア，英国，エストニ
ア，オーストリア，オラ
ンダ，北マケドニア，キ
プロス，ギリシャ，クロ
アチア，コソボ，サンマ
リノ，スイス，スウェー
デン，スペイン，スロバ
キア，スロベニア，セル
ビア，チェコ，デンマー
ク，ドイツ，ノル
ウェー，バチカン，ハン
ガリー，フィンランド，
フランス，ブルガリア，
ベルギー，ポーランド，
ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ，ポルトガル，マル
タ，モナコ，モルドバ，
モンテネグロ，ラトビ
ア，リトアニア，リヒテ
ンシュタイン，ルーマニ
ア，ルクセンブルク

イスラエル，イラ
ン，トルコ，バー
レーン

エジプト，コート
ジボワール，コン
ゴ民主共和国，
モーリシャス，モ
ロッコ

アジア 大洋州 北米 中南米 欧州

アラブ首長国連
邦，オマーン，カ
タール，クウェー
ト，サウジアラビ
ア

ジブチ

５
月
16
日
か
ら
追
加

モルディブ ウルグアイ，コロ
ンビア，バハマ，
ホンジュラス，メ
キシコ

アゼルバイジャン，カザ
フスタン，

カーボベルデ，ガ
ボン，ギニアビサ
ウ，サントメ・プ
リンシペ，赤道ギ
ニア

４
月
29
日
か
ら
追
加

アンティグア・
バーブーダ，セン
トクリストファー
・ネービス，ドミ
ニカ共和国，バル
バドス，ペルー

ウクライナ，ベラルー
シ，ロシア

アフガニスタン ガーナ，ギニア，
南アフリカ

７
月
１
日
か
ら
追
加

ガイアナ，キュー
バ，グアテマラ，
グレナダ，コスタ
リカ，ジャマイ
カ，セントビンセ
ント及びグレナ
ディーン諸島，ニ
カラグア，ハイチ

ジョージア イラク，レバノン アルジェリア，エ
スワティニ，カメ
ルーン，セネガ
ル，中央アフリ
カ，モーリタニア

５
月
27
日
か
ら
追
加

インド，パキスタ
ン，バングラデ
シュ

アルゼンチン，エ
ルサルバドル

キルギス，タジキスタン

73
か
国
・
地
域

14
か
国

13
か
国

11
か
国

18
か
国

スリナム，パラグ
アイ，ベネズエラ

ウズベキスタン パレスチナ ケニア，コモロ，
コンゴ共和国，シ
エラレオネ，スー
ダン，ソマリア，
ナミビア，ボツワ
ナ，マダガスカ
ル，リビア，リベ
リア

７
月
24
日
か
ら
追
加

17
か
国
・
地
域

ネパール
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